
梨花の里ホームヘルパーステーション重要事項説明書 

 

１  事業者 

（１） 法人名 社会福祉法人 豊北福祉会 

（２） 法人所在地 山口県下関市豊北町大字滝部 11042番地１ 

（３） 電話番号 ０８３－７８4－1000 

（４）  代表者氏名 理事長  宮 田 和 弘 

（５）  設立年月 昭和４９年６月 

２  事業所の概要 

（１） 事業所の種類 指定訪問介護事業所 

（２） 事業の目的 指定訪問介護事業所は、介護保険法令に従い、契約者（利用者）

が居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日

常生活を営むことができるよう支援することを目的としてサー

ビスを提供します。 

（３） 事業所の名称 梨花の里ホームヘルパーステーション 

（４）  事業所の所在地 山口県下関市豊北町大字滝部 11042番地１ 

（５）  電話番号 ０８３－７８２－０３０５ 

（６） 事業管理者 宮 田 和 弘 

（７）  事業所の運営方針 事業所として、苦情が出ないよう職員の資質向上と利用者が満

足できるサービスの向上につとめる。 

（８） 開設年月日 平成１５年１２月１日 

（９） 事業所が行っている他の事業  

    特別養護老人ホーム梨花の里（介護老人福祉施設） 定員 ６０名 

（10） 通常の事業実施地域 豊北町内 

（11） 営業日及び時間 営業日    年中無休 

  受付時間   ８時００分～１８時００分  

   

３  職員体制 

事業管理者 

事務員   

１名 

１名 

事業の管理運営に関することを行う。 

必要な事務を行う。 

サービス提供責任者 １名 事業所に対する訪問介護の利用の申し込みに係る調整、 

介護職員に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う 

訪問介護員 6名 訪問介護の提供に当たる。 

   

４  当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条、第９条参照） 

 イ 身体介護   

  入浴介助    入浴困難な方の介助、清拭を行います。 

  排泄介助    ポータブルトイレ等への介助、オムツ交換等を行います。 

  食事介助    食事の介助を行います。 

  体位交換    体位の変換を行います。 

  通院介助    通院の介助を行います。 

 ロ 生活援助  

  調理       食事の用意を行います。家族の分は行いません。 

   洗濯       衣類等の洗濯を行います。家族の分は行いません。 

  掃除       居室等の掃除を行います。契約者の居室以外は行いません。 

         庭等の敷地の掃除は行いません。 

  買い物    日常生活に必要となる物の買い物をします。貯金、預金の引き出し



や預入れは行いません。 

 ※ 上記のサービスについては、利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、そのサー

ビスが法定代理受領サービスのあるときは、その１割の額（一定以上所得者の場合

は２割又は３割）とします。また、具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施

回数は、居宅サービス計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた訪問介

護計画に定められます。 

（２） 利用料金 

 イ  サービス時間帯の料金は次のとおりです。 

    平常の時間帯 （午前８時から午後６時まで） 別表のとおり 

  夜間  〃 （午後６時から午後１０時まで） 平常時間の２５％の割増料金 

  早朝  〃 （午前６時から午前８時まで）  平常時間の２５％の割増料金 

  深夜  〃 （午後１０時から翌午前６時まで）平常時間の５０％の割増料金 

  初回加算 200単位/月   処遇改善加算 13.7％（利用単位に 13.7%を掛けます） 

  特定処遇改善加算 6.3％（利用単位に 6.3％掛けます） ベースアップ等支援加算 2.4％

（利用単位に 2.4％掛けます） 

 ロ  ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合、契約者の同意を得て

通常の２倍の料金をいただきます。２人の訪問介護員でサービスを行う場合とは、体

重の重い方に対する入浴介助等重介護サービスを行う場合及び暴力行為等が見られる

方へサービスを行う場合です。 

 ハ  まだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いをいただきます。要支援または要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

   また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払

いとなる場合は、契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サ

ービス提供証明書」を交付します。 

 ニ  介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて契約の負担額

を変更します。 

 ホ  介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用

料金の全額が利用者負担となります。（契約書第５条、第９条参照）   

 ヘ  通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方は、サービスの提供に際して、要

した交通費（町境からＫ３７円の実費）をいただきます。（契約書第９条参照） 

 ト  利用料金は１カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月末までに支払うものとしま

す。 

 チ  利用予定日の前日までに中止の申出がなく当日申出された場合、派遣したものと

みなし取消料としてヘルパー派遣料 500 円お支払いいただきます。また訪問後不在の

場合は 500 円と事業所規定による交通費をお支払いいただきます。但し緊急やむを得

ないときは徴収しません。（契約書第１０条照） 

５  サービスの利用に関する留意事項 

（１）  サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供を行う訪問介護員は、サービス提供時に決定します。但し、実際のサービス

提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（2） 訪問介護員の交替（契約書第６条参照） 

    選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認

められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して申し出ることが

できます。また、事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。交替する場

合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮する

ものとします。 

 

 



（3）  サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照） 

     イ  利用者は、「４（１）当事業所が提供するサービス」で定めたサービス以外の業

務を事業者に依頼することはできません。 
     ロ  訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、

事業者は、訪問介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮す

るものとします。   

     ハ  訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス電気を含む）は無償

で使用させていただきます。また、訪問介護員が事業所に連絡する等、電話を使用さ

せていただくことがあります。 

（4）  サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができな

い場合には、サービスの内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの

内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。（契約書第１１条参照） 

（5） 訪問介護員は、利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は 

行いません。（契約書第１５条参照） 

① 医療行為または医療補助行為 

② 利用者もしくはその家族からの物品等の授受 

③ 利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④ 飲酒及び利用者もしくはその家族の同意なしに行う喫煙 

⑤ 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

６  守秘義務について（契約書第１４条関係） 

    事業者、サービス従事者または従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者

及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約

の終了した後も継続します。また、事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医

療機関に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。また、利用者に係わる他の居

宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられるもの

の事前の同意を文書により得たうえで、利用者またはその家族等の個人情報を用いることができ

るものとします。 

 

７  虐待防止について 

   事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとし

ます。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年 2回以上開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備します。 

（３） 従業者に対し虐待の防止のための研修を年 2回以上実施します。 

（４） 虐待防止に掲げる措置を適切に実施するための担当者を選定します。 

虐待防止に係る責任者 

サービス提供責任者：古川 佐知子 

２.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護

するもの）による虐待と思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するも

のとします。 

 

８  事故発生時の対応（契約書第１６条関係） 

   緊急時の対応（別紙）  対応可能時間 ８：３０分～１７：３０分 

   別紙の通り各関係機関とすみやかに連携をとり適切な処置を講ずる。 

   事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって自己の責に帰すべき事由により契約者

に生じた損害について賠償する責任を負います。また、守秘義務に違反した場合も同様とします。 



９  苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける   

窓口（別紙 「苦情申出窓口」）に設置して適切に対応するものとします。 

①   苦情解決責任者    宮田和弘（管理者） 

    受付日時       年中無休  ８時３０分～１７時３０分 

                            ℡ 083-784-1000     FAX  083-782-0121 

②   苦情受付窓口     梨花の里ホームヘルパーステーション 

  受付日時       年中無休  ８時３０分～１７時３０分 

                 ℡ 083-782-0305     FAX  083-782-0121  

 

 

 

③   公的機関相談窓口   下関市福祉部介護保険課事業者係  

                  下関市南部町２１番１９号  下関商工会館４階 

     受付日時       午前８時３０分～午後５時１５分（土、日、祝日年末年始を除く） 

                                  ℡ 083-231-1371     FAX  083-231-2743 

                  山口県国民健康保険団体連合会 

                  山口市朝田１９８０番地７  国保会館 

     受付日時       午前９時００分～午後５時００分（土、日、祝日年末年始を除く） 

                                  ℡ 083-995-1010     FAX  083-934-3665 

 

１０  福祉サービス第三者評価 

    提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

   ・実施なし 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

 

 

 

 指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

梨花の里ホームヘルパーステーション 

 

 説明者 氏名  古川 佐知子   印 

 

 

 

   私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明及び交付を受け、指定訪問介護サービスの

提供開始に同意しました。 

 

          御利用者様住所  下関市豊北町大字                  

 

        氏    名                           印 

 

  

        代理人住所                              

        

  氏    名（続柄）                        印 
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社会福祉法人豊北福祉会 

 

 

 


